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【進捗状況】

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

【次年度方針】

新規

継続

充実

改善

縮小

廃止 事業を廃止する

事業規模を縮小する

事業の見直し、改善を図る

事業の充実、強化を図る

現行どおり、事業を継続する

新規事業の実施

未実施

【調書の進捗状況及び次年度方針の見方】

計画の１～５０％未満の実施

計画の５０～１００％未満の実施

計画どおり実施済み

施策目標の0%～20%達成

施策目標の20%～40%達成

施策目標の40%～60%達成

施策目標の60%～80%達成

施策目標の80％～100％達成
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基本
目標

施策
目標

子どもの多様性に応じて様々な受け入れ体制を充実して
いくとともに、清瀬市子どもの発達支援・交流センターで障
害のある子どもの理解を深めるための研修・講座を実施し
て人材を育成するなど、障害児保育の充実を図る。

障害児放課後等育成事業の実施

学校における「総合的な学習の時間」を活用した福祉教
育の実施

第１節　子どもの療育・教育の支援体制の整備

障害者計画　 第２章　障害のある人がいきいき暮らせるまちづくり

取組・方針施策目標基本目標

早期発見機関としての「健康センター」、早期療育支援機
関としての「清瀬市子どもの発達支援・交流センター」、子
育て全般に係る相談等を担う「子ども家庭支援センター」
の３センター体制を構築し、虐待予防を含めた総合的な福
祉を推進する。

健康センターでの乳幼児健診事業と清瀬市子どもの発達
支援・交流センターが連携して療育を必要とする乳幼児へ
の発達支援と家族への早期支援が実施できる体制を整備
する。

療育システムの構築

清瀬市子どもの発達支援・交流センターが拠点とな
り、子どもや家族に必要な療育が受けられるよう総
合的な地域療育システムを整備する。

特別支援学校、特別支援学級等に在籍する障害のある児
童及び生徒を対象とした、障害児放課後等育成事業は児
童福祉法に基づく放課後等デイサービスに移行したが、
今後も子どもの安全と自立、福祉の増進を図る。

学校における「総合的な学習の時間」を活用し、児童・生
徒が特別支援学校や障害者施設、高齢者施設などを訪
問するなどして福祉や健康をテーマに掲げる課題学習を
推進する。

障害のある子どもを持つ家族を支える相談や支援など、教
育部門・福祉部門・保健部門の連携により、就学前から就
学中、就学後までの系統的な支援策を推進する。

清瀬第八小学校の通級指導学級において、引き続き個々
のニーズに応じた教育機会を提供する。

教育委員会や教育関係団体等と連携し、障害のある子ど
もたちが学びやすい環境の整備を推進する。

清瀬市子どもの発達支援・交流センターが拠点となり、子
どもや家族に必要な療育が受けられるよう総合的な地域療
育システムを整備する。

健診後フォローと関係機関連携の充実

早期発見・早期療育体制の充実

子どもの多様性に応じて様々な受け入れ体制を充
実していくとともに、清瀬市子どもの発達支援・交流
センターで障害のある子どもの理解を深めるための
研修・講座を実施して人材を育成するなど、障害児
保育の充実を図る。

教育部門・福祉部門・保健部門の連携

通級指導の実施

学びやすい教育環境の整備

障害児保育の充実

教育委員会や教育関係団体等と連携し、障害のあ
る子どもたちが学びやすい環境の整備を推進す
る。
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基本
目標

施策
目標

基本目標 施策目標 取組・方針

生涯学習の充実

清瀬市長期総合計画に基づき生涯学習の機会と
場の提供を図る。

経済的負担の軽減及び生活圏の拡大等のため、引き続き
本事業を実施するとともに、制度の周知を図る。

市が主催する各種行事に、障害のある人たちが積極的に
参加し、ともに活動する機会が確保されるよう、障害のある
方々の意見を十分に聞きながら、参加しやすい環境を整
備する。

文化・芸術活動の場を充実するとともに、一般の文化・芸
術活動の場に障害のある市民が参加しやすくなるよう環境
の整備や必要な支援を行う。

社会参加活動の支援

法定雇用率の維持・向上

清瀬市障害者就労支援センターワークル・きよせを中心と
した就労支援体制の充実

第２節　社会参加や就労の促進

年１回実施しているスポーツ交流会を更に充実して地域交
流の活性化を図るほか、国や都が主催するスポーツ大会
への参加の積極的な支援、活動場所の確保などを関係機
関に働きかける。

「清瀬市障害者就労支援センター　ワークル・きよ
せ」と公共職業安定所、障害者職業センターほか関
係機関ならびに事業所等との連携を深め、障害の
ある人たちの就労支援体制を充実する。

現在図書館で実施している対面朗読サービスや音訳サー
ビス、図書の宅配サービスなど障害の状況に配慮した各
種サービスの更なる拡充に努める。

障害のある青少年を対象とした「青年学級」など、行事やグ
ループ活動を通じた社会参加や相互理解を深め、地域で
いきいきと過ごせるような場の提供と更なる活動の充実を
図る。

授産施設や就労継続Ｂ型事業所の工賃向上のため、パン
等の一部製品を市役所及びワークル・きよせ以外の公共
施設等への販路確保や共同受注体制の整備などの支援
を検討する。

市職員の障害者法定雇用率を現在の水準の更なる向上
に努める。

「清瀬市障害者就労支援センター　ワークル・きよせ」と公
共職業安定所、障害者職業センターほか関係機関ならび
に事業所等との連携を深め、障害のある人たちの就労支
援体制を充実する。

授産製品の販路拡大

清瀬市長期総合計画に基づき生涯学習の機会と場の提
供を図る。

自動車ガソリン費補助及び福祉タクシー利用助成事業の
実施

市主催行事への参加促進

文化・芸術活動の充実

障害者スポーツ、レクリエーションの充実

図書館サービスの充実

ふれあい事業の充実
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基本
目標

施策
目標

基本目標 施策目標 取組・方針

第２節　福祉のまちづくりの推進

１．公共施設の整備改善

ボランティアの自主性や自立性を尊重しながら、希望する
市民がボランティア活動に参加しやすい環境を整備する。

市民相互のふれあいと福祉への理解を深めるため、イベン
トやボランティア体験等、障害の有無に関わらずより多くの
市民が参加し、交流できる環境をつくる。

「障害者週間」の趣旨の周知とともに、市民の理解を深め、
様々な分野の活動に積極的に参加する意欲が高まるよう
普及と啓発を充実する。

市内にある障害者施設の利用者と地域住民の交流が活発
になるよう、各種交流事業を支援する。

ノーマライゼーションの理解と実践に向けた啓発・広報活
動を継続的に実施していく。そのため市のホームページな
どで障害者福祉に関する情報を発信していく。

市民同士が地域で支えあいながら暮らしていくために、障
害の有無にかかわらず、ともに活動する機会を増やしてい
くよう努める。

イベント等による市民交流

「障害者週間」の普及・啓発活動の充実

地域と施設の交流促進

啓発・広報活動の充実

ともに活動する機会の増大

ボランティア活動への総合的な支援

歩行環境の整備

公共施設等のバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化の
推進

１．啓発・交流活動の推進

２．ボランティア活動の推進

公共施設等の整備にあたっては、「東京都福祉のまちづく
り条例」などに基づき引き続きバリアフリー化を推進すると
ともに新規施設については計画段階からのユニバーサル
デザイン化を検討して、利用しやすい施設等の整備に努
める。

公共交通機関事業者への要望

第１節　理解と交流の促進

障害者計画　第３章　誰もが快適に暮らせるまちづくり

鉄道事業者に対して、引き続き障害のある市民等に配慮
した駅舎への改築等について要望を行うとともに、バス事
業者にはノンステップバスの導入や停留所の整備などに
ついて要望を行う。

歩道の段差解消や歩車道の分離等を計画的に進め、市
民の理解と協力を得ながら安全に通行できる歩行環境を
整備する。
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基本
目標

施策
目標

第２節　福祉のまちづくりの推進

基本目標 施策目標 取組・方針

４．防災・救護体制の充実
今後も制度の周知と普及の促進を図る。

地域防災計画との連携を強化し、災害時要援護者となりう
る人たちの援護体制を整備するとともに、防災関連組織と
の協力体制を一層強化し、地域防災体制を整備する。

聴覚障害者用ＦＡＸ通報システム

緊急通報システム、福祉電話

防災危機管理体制の確立

行政情報の提供体制の充実

障害福祉課に設置している聴覚障害者用ＦＡＸを活用し、
迅速な情報提供を図る。

公共施設以外にも多くの市民が利用する公共的な建築物
についても障害者専用または優先スペースを確保するよう
協力を求める。

現在運行している「きよバス」の利用の促進に努め、市民
の生活に必要なバス等の輸送の確保などについて検討す
る。

福祉有償運送事業者への支援

障害者専用駐車スペースの確保

福祉有償運送サービスを実施している事業者に対する支
援を行うことで、市民の移動の円滑化を図る。

身体障害者相談員・知的障害者相談員に対して必要な情
報提供等の支援を行い、相談活動の充実を図る。

市役所内の窓口に聴覚や視覚障害など障害の状況に配
慮した具体的な方策を検討する。

市が提供する情報については、点字、音訳等さまざまな方
法を利用して必要な情報が行きわたるよう提供体制を充実
する。

３．情報提供の充実

民生委員・児童委員への情報提供と相談活動の充実

障害者相談員への情報提供と相談活動の充実

市役所の窓口対応における配慮

インターネット等を活用した情報提供・意見聴取・各種申
請など、ＩＣＴを利用した利便性の向上を検討する。

情報通信コミュニケーション技術を利用した利便性向上の
検討

コミュニティバスによる利便性の向上

２．移動・移送サービスの充実

民生委員・児童委員に対して必要な情報提供等の支援を
行い、相談活動の充実を図る。
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基本
目標

施策
目標

サービスの必要量を確保するための方策

児童発達支援
医療型児童発達支援
放課後等デイサービス
保育所等訪問支援

事業所の設置の動向を注視しながら、障害のある児童と家
族が安心して暮らせる環境と、ライフステージに応じた途
切れのない支援を充実します。

自立訓練（機能訓練）は介護保険サービスとの整合を図り
ながら、利用者の個別事情を勘案する必要があります。ま
た、自立訓練（生活訓練）はサービスを必要とする方の利
用が進むよう、引き続き関係機関からの情報収集を行いま
す。

短期入所についてはレスパイトや家族以外の他者になれ
ることを目的に利用する方が増えている一方で、緊急時な
ど必要が生じた際に利用できない状況があることから、必
要時に速やかに利用できる体制整備を図ります。

３　居住系サービス

安心した地域生活を送るために、需要と供給が結び付くよ
う、サービス提供基盤の整備を進めます。
また、施設入所について真に必要な方が利用できるよう、
ニーズの把握に努め情報収集に努めます。

サービスの必要量を確保するための方策

共同生活介護（ケアホーム）
共同生活援助（グループホーム）
施設入所支援

就労移行支援
就労継続支援（Ａ型）
就労継続支援（Ｂ型）

自立訓練（機能訓練）
自立訓練（生活訓練）

サービスの必要量を確保するための方策

サービス等利用計画を作成することにより、支給決定を受
けていても利用しない方の利用につながり、利用者のニー
ズに沿った支給決定を行うことに期待できるため、相談等
を通じて事業者との連携を図ります。

居宅介護（ホームヘルプサービス）
重度訪問介護
行動援護
重度障害者等包括支援
同行援護

サービスの必要量を確保するための方策

生活介護
療養介護
短期入所

２　日中活動系サービス

１　訪問系サービス

第４期障害福祉計画　第４章　　障害福祉サービス等の充実

障害に応じた支援が実施できるよう、研修の参加やサービ
スの質の向上への取り組み、サービス必要量の増加に対
応するためのサービス提供基盤の整備を図ります。

基本目標 施策目標 取組・方針

４　障害児支援体制の整備
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基本
目標

施策
目標

当事者団体やボランティアセンターに登録している団体の
自発的な活動を支援し、障害のある方の社会参加につな
がる機会を広げます。

活動支援

自発的活動支援事業

２　自発的活動支援事業

サービスの必要量を確保するための方策

計画相談支援
地域移行支援
地域定着支援

３　相談支援事業

入居が困難な障害のある方に対し、入居に必要な調整等
の支援を行うとともに、家主等の相談に応じて障害のある
方の地域生活を支援します。

住宅入居等支援事業

住宅入居等支援事業

基幹相談支援センター

サービスの必要量を確保するための方策

一般的な相談支援事業に加え、特に相談支援の専門的
能力を有する職員を配置し、地域における相談支援事業
者等に対する指導・助言、情報収集・提供、人材育成の支
援等を行う基幹系相談センターの設置に向けた検討を行
います。

安心した地域生活を送るためには、日常的なことやサービ
スに関する相談から支援につなげることが求められるた
め、関係機関との連携及び相談支援体制の構築を図りま
す。

５　指定相談支援

障害者施設の紹介や作品の展示と販売を通して、地域社
会の理解と交流を促進します。
また、外見からわかりづらい障害や難病については、ヘル
プカード・ヘルプマークの普及を図りながら、障害の特性
や必要な配慮に関する理解を促進します。

障害者週間

｢社会的障壁｣を除去するため、関係機関と連携しながら啓
発活動を行います。広報・啓発活動

１　理解促進研修・啓発事業

第４期障害福祉計画　第５章　　地域生活支援事業

理解促進研修・啓発事業

基本目標 施策目標 取組・方針

第４期障害福祉計画　第４章　　障害福祉サービス等の充実

基幹相談支援センター等機能強化事業

障害者相談支援事業

申請から利用までの一連の支援が適切かつ継続的に提
供されるよう、事業所の確保及び人材育成等を支援しま
す。
また、地域資源のネットワークを活用して、専門的な相談
支援が実施できる相談支援体制を充実させます。
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基本
目標

施策
目標

６　日常生活用具給付事業

意思の伝達に支援が必要な方に対し、手話通訳者・要約
筆記者を派遣したり、市で開催する講演会等に通訳者を
派遣することで情報のバリアフリー化を図ります。

サービスの必要量を確保するための方策

手話通訳者派遣事業
要約筆記者派遣事業

介護訓練支援用具
自立生活支援用具
在宅療養等支援用具
情報 ・意思疎通支援用具
排せつ管理支援用具
住宅改修費

サービスの必要量を確保するための方策

在宅療養等支援用具の中には他制度により給付される品
目があり、他制度を利用していると考えられます。今後も必
要性の高い用具については対象品目に取り入れられるよ
う随時検討します。

４　成年後見制度利用支援事業

基本目標 施策目標 取組・方針

第４期障害福祉計画　第５章　　地域生活支援事業

成年後見制度利用支援事業

５　意思疎通支援事業

きよせ権利擁護センターと連携して成年後見制度の周知
を図ります。また、市民後見人の活用も含めた法人後見の
活動を支援することで、障害のある方の権利擁護を図りま
す。

成年後見制度利用支援事業
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計画
基本
目標

施策
目標

評
価

取組・方針 平成２７年度　 事業成果
進捗
状況

平成２８年度　事業概要
次年度
方　 針

療
育
シ
ス
テ
ム
の
構
築

4

清瀬市子どもの発達支援・交流セ
ンターが拠点となり、子どもや家
族に必要な療育が受けられるよう
総合的な地域療育システムを整
備する。

・巡回相談指導は市立保育園から私立保育
園・幼稚園に対象を広げ、平成27年度は新設
された私立保育園3園も対象とした。各園から
の相談ケースが増えている事は、巡回相談指
導が有効に行われていることの評価と考えら
れる。
・一般相談や発達検査等が毎年増加する中
で、今以上に巡回相談指導や未就学児の通
所支援を増やす事は、職員体制と療育室の
両面で検討する必要が生じている。

巡回相談指導　平成26年度72回
               　　　平成27年度75回

B

・各事業を継続
・巡回相談指導については、担当者の資質の
向上等により充実を図る。

継続

早
期
発
見
・
早
期
療
育

体
制
の
充
実 4

健康センターでの乳幼児健診事
業と清瀬市子どもの発達支援・交
流センターが連携して療育を必
要とする乳幼児への発達支援と
家族への早期支援が実施できる
体制を整備する。

乳幼児健診事業を始めとする母子保健事業
から、療育が必要な乳幼児を、清瀬市子ども
の発達支援・交流センター、または専門医療
機関等へ紹介し、乳幼児とその家族への早期
支援を行った。
定期及び随時に連絡会を開催し、連携を図っ
た。

A

・引き続き、母子保健事業から療育が必要な
乳幼児については、清瀬市子どもの発達支
援・交流センター等と連携を図りながら早期療
育体制を継続する。
・療育が必要となった乳幼児の家族へのサ
ポートについても、連絡会等を通じて引き続き
連携を図る。

継続

健
診
後
フ
ォ
ロ
ー

と
関
係

機
関
連
携
の
充
実

4

早期発見機関としての「健康セン
ター」、早期療育支援機関として
の「清瀬市子どもの発達支援・交
流センター」、子育て全般に係る
相談等を担う「子ども家庭支援セ
ンター」の3センター体制を構築
し、虐待予防を含めた総合的な
福祉を推進する。

乳幼児健診事業から、支援が必要と思われる
ケースについて、関係機関と連携して、支援
方法・役割分担を確認しながら支援を行っ
た。
また、健診前に療育の必要性を把握している
ケースについては、集団健診ではなく発達健
診を紹介し、保護者と乳幼児に負担がないよ
うに配慮した。

B

・健康センター、子ども家庭支援センター、清
瀬市子どもの発達支援・交流センター間で情
報交換を行う。
・今後も各センターと情報交換を行い、療育
支援が必要なケースには、各関係機関が連
携しながら支援する。

充実

障
害
者
計
画

障
害
の
早
期
把
握
・
療
育
シ
ス
テ
ム
の
構
築
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計画
基本
目標

施策
目標

評
価

取組・方針 平成２７年度　 事業成果
進捗
状況

平成２８年度　事業概要
次年度
方　 針

障
害
児
保
育
の
充
実

障
害
児
保
育
の
充
実

5

子どもの多様性に応じて様々な
受け入れ体制を充実していくとと
もに、清瀬市子どもの発達支援・
交流センターで障害のある子ども
の理解を深めるための研修・講座
を実施して人材を育成するなど、
障害児保育の充実を図る。

・相談員からの助言等により、保育士が子供を
観察する新たな視点を学び、気づきを得るこ
とができた。
・保育園全体での話し合いや研修、巡回相談
指導等を活用しながら保育園における対象児
の集団生活の充実を図った。 A

保育園全体での話し合いや研修、巡回相談
指導等を活用しながら保育園における対象児
の集団生活の充実を図る。

継続

学
び
や
す
い
教
育
環
境
の
整
備

4

教育委員会や教育関係団体等と
連携し、障害のある子どもたちが
学びやすい環境の整備を推進す
る。

・ユニバーサルデザインの視点に立って、障
害のあるなしにかかわらず、学びやすい教育
環境の整備や指導方法の工夫・改善を進め
ることができた。
・指導主事及び特別支援教育巡回指導員、
教育アドバイザー等の巡回を通して校内環境
の構造化や教員の資質向上等、支援の充実
を図った。
・清瀬市特別支援教育推進計画評価・検討
委員会を設置し、清瀬市特別支援教育計画
（第三次実施計画：平成28年～30年度）を策
定することができた。

B

・巡回・就学相談員、指導主事等の巡回を通
して校内環境の構造化や教員の資質向上
等、支援の充実を図っていく。

充実

固
定
学
級
の
特
別
支
援
教
育

4

固定の特別支援学級に在籍する
児童・生徒に対して、障害に起因
する種々の困難を改善・克服し、
自立した社会生活を送るための
基礎を養う。

・特別支援学級授業改善研修等の機会を中
心に、障害特性に応じた指導内容・指導方法
の工夫・改善を図った。
・平成28年度の教育課程編成に向けて、知的
障害特設支援学級においては、各教科等を
合わせた指導の内容の充実、自閉症・情緒障
害特別支援学級においては、自立活動の内
容の充実を図った。
・平成28年度使用教科用図書（一般図書を含
む）について調査委員会及び調査部会を設
置し、この結果を踏まえて、教育委員会の権
限を持って適正に採択することができた。

B

・知的障害特別支援学級においては、各教科
等を合わせた指導、自閉症・情緒障害特別支
援学級においては自立活動の指導内容及び
指導方法の一層の充実を図る。
・個別の教育支援計画及び個別指導計画の
改善を図る。

充実

学
校
教
育
・
学
童
保
育
の
充
実

障
害
者
計
画
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計画
基本
目標

施策
目標

評
価

取組・方針 平成２７年度　 事業成果
進捗
状況

平成２８年度　事業概要
次年度
方　 針

障
害
者
計
画

通
級
指
導
等
の
特
別
支

援
教
育

4

清瀬第八小学校の通級指導学級
において、引き続き個々のニーズ
に応じた教育機会を提供する。ま
た、小学校における特別支援教
育を進め、当該児童が在籍校で
ニーズに応じた教育が受けられる
ようにしていく。

・引き続き清瀬第八小学校における、通級指
導の充実を図った。

B

・清瀬市特別支援教育推進計画（第三次実
施計画）に従い、小学校における特別支援教
室開設に向けた準備を進める。このため、小
学校特別支援教室開設準備委員会を設置す
る。あわせて保護者等、関係者説明会を実施
するなど市民への周知・啓発を進める。

充実

教
育
部
門
・
福
祉
部
門
・
保

健
部
門
の
連
携 4

障害のある子どもを持つ家族を支
える相談や支援など、教育部門・
福祉部門・保健部門の連携によ
り、就学前から就学中、就学後ま
での系統的な支援策を推進す
る。

・「就学支援シート」については、円滑な就学
へとつなげるためのツールとして定着してきて
いる。
・「就学支援シート」の情報を効果的に活用す
るために、小学校の校内体制を充実させると
ともに、就学前の支援機関との連携を強め
た。
・清瀬市「保・幼・小接続カリキュラム」を平成
28年度小学校課程に位置付けることができ
た。

B

・保・幼・小の接続の充実を図るため、保・幼・
小合同研修会を開催し、就学前施設と小学
校の連携を一層強化する。
・「就学支援シート」の活用
・就学前の支援機関との連携を強める。
・清瀬市「保・幼・小接続カリキュラム」の実施
（小学校）。

充実

学
校
に
お
け
る

「
総
合
的
な
学
習
の

時
間

」
を
活
用
し
た
福
祉
教
育
の
実

施

4

学校における「総合的な学習の時
間」を活用し、児童・生徒が特別
支援学校や障害者施設、高齢者
施設などを訪問するなどして福祉
や健康をテーマに掲げる課題学
習を推進する。

・総合的な学習の時間をはじめとした学習活
動において、特別支援学級との交流及び共
同学習の充実を図った。
・都立特別支援学校との副籍制度を活用した
交流活動を清瀬市特別支援教育推進計画に
沿って推進した。
・障害者・高齢者施設との交流等を積極的に
進め、特別支援教育及び福祉教育の充実に
努めた。

B

・今後も教科等の学習活動において、特別支
援学級との交流及び共同学習の充実を図る。
・都立特別支援学校との副籍制度による交流
活動の一層の充実を図る。
・今後も障害者・高齢者施設との交流等を積
極的に進め、特別支援教育及び福祉教育の
充実に努める。

充実

学
校
教
育
・
学
童
保
育
の
充
実
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計画
基本
目標

施策
目標

評
価

取組・方針 平成２７年度　 事業成果
進捗
状況

平成２８年度　事業概要
次年度
方　 針

障
害
者
計
画

雇
用
・
就
労
の
促
進

障
害
児
放
課
後
等
育
成
事
業
の
実
施

5

特別支援学校、特別支援学級等
に在籍する障害のある児童及び
生徒を対象とした、障害児放課後
等育成事業は児童福祉法に基づ
く放課後等デイサービスに移行し
たが、今後も子どもの安全と自
立、福祉の増進を図る。

・平成24年4月から児童福祉法に基づく「放課
後等デイサービス」が施行され、本事業は法
内事業に移行している。
・市内では平成25年度に1か所、平成26年度
に3か所、平成27年度に4か所の事業所が設
立され、現在8事業所となっている。また、近
隣市にも複数の事業所が設立されている事か
ら、利用者の利用希望はほぼ充足されてい
る。
・多くの事業所が設立されたことから、サービ
スの質の向上等を図るため、地域自立支援協
議会の子ども部会の中で、市と事業所間の情
報交換や連携できる体制を作った。

A

・国が示している放課後等デイサービスガイド
ラインを基に、事業所の適切なサービスの提
供を支援する。
・平成28年度も新たな事業所の開設が予定さ
れている。市及び事業者間の連携を深めるた
めにも、子ども部会の活動を充実させる。

継続

清
瀬
市
障
害
者
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー

ワ
ー

ク
ル
・
き
よ
せ
を
中
心
と
し
た

就
労
支
援
体
制
の
充
実

4

「清瀬市障害者就労支援セン
ター ワークル・きよせ」と公共職
業安定所、障害者職業センター
ほか関係機関ならびに事業所等
との連携を深め、障害のある人た
ちの就労支援体制を充実する。

・平成27年度から地域自立支援協議会にハ
ローワーク、特別支援学校、障害者通所施
設、障害者を雇用している企業をメンバーとし
て就労支援部会を設け、職場開拓、就労支
援、職場定着について情報交換し就労支援
体制を充実させた。
・センターにおいては、利用者の特性に合っ
た就労支援を行うほか、不安や悩みの解消な
どの生活支援や定着支援にも努めている。

B

・障害者就労支援センターにおいては関係機
関との連携により、新規就労者の支援、職場
開拓、定着支援を行い、就労支援体制を充
実させる。
・地域自立支援協議会の就労支援部会の活
動を通して、障害者雇用の啓発を進める。

充実

法
定
雇
用
率
の
維
持
・

向
上

5

市職員の障害者法定雇用率を現
在の水準の更なる向上に努める。

・障害者手帳所持の有無を採用条件にしてい
ない。
・平成26年度は障害者枠の採用試験を行っ
た。
・年度末の障害者雇用率は、2.79％となって
おり法定雇用率2.3％を上回っている。また、
市の平成26年度雇用率は2.52％であった。

A

・障害者手帳所持の有無を採用条件にしな
い。
・法定雇用率を充足できない場合には、障害
者枠での採用を考えていく。

継続
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計画
基本
目標

施策
目標

評
価

取組・方針 平成２７年度　 事業成果
進捗
状況

平成２８年度　事業概要
次年度
方　 針

障
害
者
計
画

授
産
製
品
の
販
路
拡
大

3

授産施設や就労継続支援Ｂ型事
業所の工賃向上のため、パン等
の一部製品を市役所及びワーク
ル・きよせ以外の公共施設等への
販路確保や共同受注体制の整備
などの支援を検討する。

・平成25年4月に施行された障害者優先調達
推進法を推進するために、庁内関係課に働き
掛けながら、対象商品の購入や販路拡大及
び充実に努めた。
・市役所の物品等調達実績（調達先は市内に
限らない）
　　平成25年度：15件　2,340,828円
　　平成26年度：22件　4,825,517円
　　平成27年度：26件　5,459,455円

B

庁内関係課に働きかけ、対象物品の購入や
様々なイベント会場において、事業所とその
商品のPRを行うことで販路の拡大に努める。

充実

作

業

所

の

新

体

系

へ

の

移

行
の
支
援

障害者自立支援法の新体系への
移行を目指す事業所への助言や
東京都との連絡調整等、必要な
支援を検討する。

平成26年度末までに市内施設のすべてが新
体系事業に移行した。

廃止

生

涯

学

習

の

充
実

3

清瀬市長期総合計画に基づき生
涯学習の機会と場の提供を図る。

生涯学習の機会を提供するために、生涯学
習センターや指定管理事業者の運営する管
理施設において様々な講座や教室の拡充を
図った。

B

障害のある方が参加しやすい事業の開催に
努める。

充実

ふ
れ
あ
い
事
業
の
充
実

4

障害のある青少年を対象とした
「青年学級」など、行事やグルー
プ活動を通じた社会参加や相互
理解を深め、地域でいきいきと過
ごせるような場の提供と更なる活
動の充実を図る。

・青年たちが地域活動に参加することで、
様々な体験を通して、豊かな生活を送るように
支援を引き続き行なう。
・参加希望者が増えているが、受け入れに限
界があるため、今後は多くの希望者を受け入
れられる事業展開を図る必要がある。
・事業の周知には、市報や清瀬市ホームペー
ジを活用し、受け入れに公平性を持たせるこ
とが必要である。

B

多くの希望者を受け入れられる事業展開を図
る。

充実

生
涯
学
習
の
充
実

雇
用
・
就
労
の
促
進
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計画
基本
目標

施策
目標

評
価

取組・方針 平成２７年度　 事業成果
進捗
状況

平成２８年度　事業概要
次年度
方　 針

生
涯
学
習
の
充
実

図
書
館
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

4

現在図書館で実施している対面
朗読サービスや音訳サービス、図
書の宅配サービスなど障害の状
況に配慮した各種サービスの更
なる拡充に努める。

・市内の視覚障害者団体に利用案内のデイ
ジー版音訳CDを作成し配布した。
・ホームページ上の録音図書目録を更新し
た。今後も定期的に更新して情報提供に努め
る。
・ボランティア育成のための音訳朗読者講習
会（中級）や定例会・勉強会を実施し、情報の
共有を図った。

B

・ホームページへの掲載等サービス内容の周
知に努め、利用促進を図る。
・ボランティア育成のための講習会を定期的
に実施し、定例会では情報の共有化を図る。
・児童のためのサービスとして、特別支援学校
での読み聞かせを計画。
・ホームページ上の録音図書目録や大活字
図書目録の定期的更新に努める。

充実

障
害
者
ス
ポ
ー

ツ

、
レ

ク
リ
エ
ー

シ

ョ
ン
の
充

実

4

年1回実施しているスポーツ交流
会を更に充実して地域交流の活
性化を図るほか、国や都が主催
するスポーツ大会への参加の積
極的な支援、活動場所の確保な
どを関係機関に働きかける。

・障害の重さにかかわらず、すべての人がス
ポーツの楽しさを体験できるような交流会を
行った。
・平成27年度の交流会では、参加者の希望に
よりスカットボールを行い、加えて事前の練習
会を開催した。

B

障害者スポーツを普及し、障害のある方のス
ポーツ活動を促進するとともに、障害のある方
が地域でスポーツ活動できる環境を整備して
いく。

充実

文
化
・
芸
術
活
動
の
充
実

4

文化・芸術活動の場を充実すると
ともに、一般の文化・芸術活動の
場に障害のある市民が参加しや
すくなるよう環境の整備や必要な
支援を行う。

・「コミュニティプラザひまわり」及び「清瀬けや
きホール」は東京都バリアフリー条例に基づく
設備が整った施設であり、福祉、芸術及び文
化活動の場として活用されている。
・「障害者の利用に係る公の施設の使用料等
の減免」制度により利用が促進された。

B

障害者及び団体が文化・芸術活動の場とし
て、公共施設等の利用が進むよう支援する。

充実

障
害
者
計
画

社
会
参
加
活
動
の
支
援
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計画
基本
目標

施策
目標

評
価

取組・方針 平成２７年度　 事業成果
進捗
状況

平成２８年度　事業概要
次年度
方　 針

市

主

催

行

事

へ

の

参
加
促
進 4

市が主催する各種行事に、障害
のある人たちが積極的に参加し、
ともに活動する機会が確保される
よう、障害のある方々の意見を十
分に聞きながら、参加しやすい環
境を整備する。

成人式や市主催の講演会などに手話通訳者
を配置している。また聴覚障害者に対応した
設置型及び携帯型磁気ループシステムを整
備した。市報をはじめ、全戸配布する公共刊
行物の音訳版を作成し、行事等の情報提供
を充実させた。

B

引き続き障害のある方が参加しやすい環境整
備を行っていく。

充実

自
動
車
ガ
ソ
リ
ン
費
補
助
及
び
福
祉
タ

ク
シ
ー

利
用
助
成
事
業
の
実
施

5

経済的負担の軽減及び生活圏の
拡大等のため、引き続き本事業を
実施するとともに、制度の周知を
図る。

タクシー利用料助成については社会状況を
勘案し平成21年度に半年分の助成上限額
18,000円→19,800円へ増額した。
  ・平成25年度　　742人
  ・平成26年度　　780人
　・平成27年度　　803人
自動車ガソリン費補助
  ・平成25年度　1,767人
  ・平成26年度　1,903人
　・平成27年度　1,917人

A

今後も社会状況や利用者のニーズに応じて
制度改正を検討していく。

継続

と
も
に
活
動
す
る
機

会
の
増
大

5

市民同士が地域で支えあいなが
ら暮らしていくために、障害の有
無にかかわらず、ともに活動する
機会を増やしていくよう努める。

・サロンマップで障害のある人もない人も参加
できるサロン情報を提供した。
・ふれあいまつりでは、障害のある人もない人
も一緒に関わることが出来るプログラムを実施
した。
・障害者自身が関わるボランテイアコ―ディネ
―トを行った。

A

障害の有無を問わず参加できる催しを多く設
ける。

継続

啓
発
・
広
報
活
動
の

充
実

4

ノーマライゼーションの理解と実
践に向けた啓発・広報活動を継
続的に実施していく。そのため市
のホームページなどで障害者福
祉に関する情報を発信していく。

・ホームページを充実させた他、12月の障害
者週間に合わせ、市報に障害者に関する
マークの一覧とヘルプカード・ヘルプマークを
掲載し、市民に理解を呼びかけた。

B

市のホームページなどで障害者福祉に関す
る情報を提供し、広報活動の充実に努める

充実

啓
発
・
交
流
活
動
の
推
進

障
害
者
計
画

社
会
参
加
活
動
の
支
援
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計画
基本
目標

施策
目標

評
価

取組・方針 平成２７年度　 事業成果
進捗
状況

平成２８年度　事業概要
次年度
方　 針

地
域
と
施
設
の
交

流
促
進

4

市内にある障害者施設の利用者
と地域住民の交流が活発になるよ
う、各種交流事業を支援する。

・地域懇談会、各校区の円卓会議等の実施
等で、地域住民と福祉施設が交流・連携でき
る地域づくりを目指して行く。
・地域との交流が深まるよう、施設や地域の要
望に応じて必要な調整や支援を行う。

B

地域懇談会、各校区の円卓会議等の実施等
で、地域住民と福祉施設が交流・連携できる
地域づくりを目指す。

充実

「
障
害
者
週
間

」
の
普
及
・
啓
発
活
動

の
充
実

5

「障害者週間」の趣旨の周知とと
もに、市民の理解を深め、様々な
分野の活動に積極的に参加する
意欲が高まるよう普及と啓発を充
実する。

・平成26年度の取組みをさらに発展させるた
めに、障害者週間に合わせたイベントの開催
や、市報を活用したPRを行い障害者理解を
進める。
・平成25年度に作成したヘルプマーク・ヘル
プカードを配布した。

A

障害者週間
・市報に障害者理解の啓発につながる記事を
掲載する。
・駅北口クレアビル4階クレアギャラリーに市内
の障害福祉関係事業所のパネル紹介を行う。
・市役所市民課ロビーで各事業所の作品展
示を行う。
その他
・平成25年度に作成したヘルプマーク・ヘル
プカードの普及を継続する。
・平成28年4月施行の障害者差別解消法に関
するイベントを障害者週間に合わせて実施す
る。

継続

イ
ベ
ン
ト
等
に
よ
る

市
民
交
流

5

市民相互のふれあいと福祉への
理解を深めるため、イベントやボラ
ンティア体験等、障害の有無に関
わらずより多くの市民が参加し、
交流できる環境をつくる。

・夏の体験ボランティアでは障害者支援の体
験メニューを数多く実施し、市民交流に繋げ
ている。
・福祉教育や防災体験イベントでは、障害当
事者のレクチャーにより、多くの市民が障害者
体験などを行いながら交流を深めた。

A

広く市民と障害のある方との接点を作ること
で、一定の理解が広がっている。今後も継続
していく。

継続

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の

推
進

ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動

へ

の
総
合
的
な
支
援

5

ボランティアの自主性や自立性を
尊重しながら、希望する市民がボ
ランティア活動に参加しやすい環
境を整備する。

・様々なかたちの地域（社会）貢献活動のあり
方を紹介しながら、啓発・講座実施・活動相
談・体験プログラムの提供・活動紹介・情報集
約などに努めていく。

A

・障害者週間に合わせたイベントの開催
・市報や市のホームページを活用した周知に
より障害者への理解を推進する。

継続

障
害
者
計
画

啓
発
・
交
流
活
動
の
推
進
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計画
基本
目標

施策
目標

評
価

取組・方針 平成２７年度　 事業成果
進捗
状況

平成２８年度　事業概要
次年度
方　 針

公
共
施
設
等
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

化
・
ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
デ
ザ
イ
ン

化
の
推
進

3

公共施設等の整備にあたって
は、「東京都福祉のまちづくり条
例」などに基づき引き続きバリアフ
リー化を推進するとともに新規施
設については計画段階からのユ
ニバーサルデザイン化を検討し
て、利用しやすい施設等の整備
に努める。

・既存施設の更新及び老朽化対策において
も、バリアフリー化・ユニバーサルデザイン化
を推進した。

C

引き続きバリアフリー化・ユニバーサルデザイ
ン化を推進していく。

充実

歩
行
環
境
の
整
備

3

歩道の段差解消や歩車道の分離
等を計画的に進め、市民の理解
と協力を得ながら安全に通行でき
る歩行環境を整備する。

・平成25年度に引き続き東京都の補助金を活
用し、平成26年度も清瀬駅北口駅前周辺歩
道の一部の段差改良工事を実施した。
・街路樹の根の隆起により歩行に支障のある
個所に、アスファルトを埋め改善を行った。 C

緊急性や優先順位を見極めながら、段差改
良工事や安全施設の改善を行っていく。

充実

公
共
施
設
の
整
備
改
善

公
共
交
通
機
関
事
業
者

へ
の
要
望

4

鉄道事業者に対して、引き続き障
害のある市民等に配慮した駅舎
への改築等について要望を行うと
ともに、バス事業者にはノンステッ
プバスの導入や停留所の整備な
どについて要望を行う。

・清瀬駅及び秋津駅に内方線付き点状ブロッ
クを整備した。
・バス事業者については、ノンステップバスの
導入や停留所の整備などについて、引き続き
要望を行なった。 B

バス事業者について、ノンステップバスの導入
や停留所の整備などについて、引き続き要望
を行なっていく。

充実

移
動
・
移
送
サ
ー

ビ
ス
の
充

実 コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
に
よ

る
利
便
性
の
向
上

4

現在運行している「きよバス」の利
用の促進に努め、市民の生活に
必要なバス等の輸送の確保など
について検討する。

公共交通不便地域である野塩地区から市南
部の医療施設等へのアクセスを確保すること
で外出と行動範囲の拡大を図った。

B

引き続き利用の促進に努めていく。

継続

公
共
施
設
の
整
備
改
善

障
害
者
計
画
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計画
基本
目標

施策
目標

評
価

取組・方針 平成２７年度　 事業成果
進捗
状況

平成２８年度　事業概要
次年度
方　 針

障
害
者
専
用
駐
車
ス

ペ
ー

ス
の
確
保

5

公共施設以外にも多くの市民が
利用する公共的な建築物につい
ても 障 害者 専用 ま た は 優 先ス
ペースを確保するよう協力を求め
る。

平成27年度末時点において、東京都福祉の
まちづくり条例に基づく、駐車場の設置に関
する指導・助言を必要とする案件は無い。

A

設置を必要とする案件に対しては、引き続き
東京都福祉のまちづくり条例を遵守するよう、
指導・助言を行う。

継続

福
祉
有
償
運
送
事
業

者
へ
の
支
援 5

福祉有償運送サービスを実施し
ている事業者に対する支援を行う
ことで、市民の移動の円滑化を図
る。

国土交通省への登録は所在の市区の責任で
行うことになるため、登録に向けた支援や補
助金交付等を行った。

A

事業が安全に継続的に運営され、高齢者及
び障害者等の福祉有償運送を必要とする方
の福祉の向上を図るため、引き続き同様の支
援を行っていく。

継続

行
政
情
報
の
提
供
体
制

の
充
実

5

市が提供する情報については、
点字、音訳等さまざまな方法を利
用して必要な情報が行きわたるよ
う提供体制を充実する。

・音訳利用者からの要望に基づき、ホーム
ページ上で公開している市報の音訳データ
を、従来のＭＰ3版と並行して、デイジー版で
も公開している。

A

必要な情報が行きわたるよう提供体制を充実
する。

継続

情
報
通
信
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン

技
術
を
利
用
し
た
利
便
性
向
上

5

インターネット等を活用した情報
提供・意見聴取・各種申請など、Ｉ
ＣＴを利用した利便性の向上を検
討する。

・文字情報だけでなく、音声情報についても
積極的にホームページで公開し、利用者の
ニーズに基づく利便性の拡充に努めた。

A

利用者のニーズに基づく利便性の拡充に努
めていく。

継続

障
害
者
計
画

情
報
提
供
の
充
実

移
動
・
移
送
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
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計画
基本
目標

施策
目標

評
価

取組・方針 平成２７年度　 事業成果
進捗
状況

平成２８年度　事業概要
次年度
方　 針

市
役
所
の
窓
口

対
応
に
お
け
る

配
慮

4

市役所内の窓口に聴覚や視覚障
害など障害の状況に配慮した具
体的な方策を検討する。

平成24年度に障害福祉課、高齢福祉課に磁
気ループシステムを設置している。
筆談対応を希望する方が声をかけやすいよ
う、市民課・障害福祉課・高齢支援課等のカウ
ンターに「筆談対応」のプレートを設置した。

B

障害者差別解消法に対応した具体的な方策
を検討し、改善していく。

充実

障
害
者
相
談
員
へ
の
情

報
提
供
と
相
談
活
動
の

充
実

5

身体障害者相談員・知的障害者
相談員に対して必要な情報提供
等の支援を行い、相談活動の充
実を図る。

地域自立支援協議会権利擁護部会の活動を
通して、平成28年4月施行の障害者差別解消
法を中心に情報提供を行い、障害者差別、障
害者の権利擁護について見聞を広めた。

B

平成24年4月から始まった計画相談支援で、
障害福祉サービス・障害児通所支援を利用す
る方にサービス等利用計画を作成することに
なり、相談支援体制が整ってきている。しかし
ながらサービスの利用を伴わない相談もある
ことから、引き続き障害者相談員の活動が充
実するよう情報提供や研修を行って行く。

継続

民
生
委
員
・
児
童
委
員

へ
の
情
報
提
供
と
相
談

活
動
の
充
実 5

民生委員・児童委員に対して必
要な情報提供等の支援を行い、
相談活動の充実を図る。

定期的に開催される会長会・定例会や専門部
会に必要に応じて出席し、新たな福祉の動向
や地域の課題等について、情報提供と意見
交換を行った。また、支援を要する事例につ
いて協力を求めた。 A

制度やサービスに関する情報提供、研修の機
会を設けて、相談活動が充実するよう支援す
る。

継続

防
災
危
機
管
理
体
制

の
確
立

3

地域防災計画との連携を強化し、
避難行動要支援者となりうる人た
ちの援護体制を整備するととも
に、防災関連組織との協力体制
を一層強化し、地域防災体制を
整備する。

・避難行動要支援者登録の整備を進めた。
・市内の自治会などによる先進的な取組につ
いて把握を行った。

C

・引き続き避難行動要支援者登録の名簿整
備を進める。
・市内の社会福祉施設や庁内の防災防犯
課、地域包括ケア推進課等と連携し、名簿に
登録された方の個別の避難支援体制の確立
に取り組む。
・総合防災訓練に合わせて、福祉避難所開設
訓練を実施する。

充実

緊

急

通

報

シ

ス

テ

ム

、
福
祉
電
話

5

今後も制度の周知と普及の促進
を図る。

福祉電話
・現代の通信事情に即した制度に改正し、対
象者の縮小を図った。
緊急通報システム
・利用者の生活状況や必要性を検証し現状
維持とした。

A

緊急通報システムの制度を周知し、利用の促
進を図る。

縮小
･

継続

防
災
・
救
護
体
制
の
充
実

情
報
提
供
の
充
実

障
害
者
計
画
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計画
基本
目標

施策
目標

評
価

取組・方針 平成２７年度　 事業成果
進捗
状況

平成２８年度　事業概要
次年度
方　 針

障
害
者
計
画

防
災
・
救
護
体
制

の
充
実

聴
覚
障
害
者
用
Ｆ
Ａ

Ｘ
通
報
シ
ス
テ
ム

5

障害福祉課に設置している聴覚
障害者用ＦＡＸを活用し、迅速な
情報提供を図る。

転入した聴覚障害者や新規に手帳を取得し
た方の情報伝達手段を確認し、必要な方に
FAXの申請を案内した。併せて手話通訳者派
遣制度を紹介し、手話通訳の利用や市との連
絡等に活用できるよう情報提供した。

A

聴覚障害者に制度の周知を行い、手話通訳
者の派遣依頼や市との連絡等の活用を図る。

継続

訪
問
系
サ
ー
ビ
ス

5

・居宅介護（ホームヘルプサービス）
・重度訪問介護
・行動援護
・同行援護
・重度障害者等包括支援

平成25年度
           　136人分／7,296時間
平成26年度
           　146人分／7,772時間
平成27年度
           　138人分／8,480時間

138人／　8,328.5時間
  〔各サービスごとの内訳〕
  ・居宅介護　　       　81人／1,102.5時間
  ・重度訪問介護       24人／　6,801時間
  ・行動援護　             4人／ 　　 35時間
  ・同行援護　         　29人／     390時間
　・重度障害者等包括支援　0人

居宅介護の利用者の増加と重度訪問介護利
用者の利用時間数が増え、利用人数、利用
時間数ともに延びたことにより、必要量の見込
み数値に近い実績となっている。

A

障害福祉サービスの利用につながるよう制度
を周知し、支給決定を受けた方の利用が進む
よう、計画相談支援員やサービス提供事業者
等と連携する。

継続

日
中
活
動
系
サ
ー

ビ
ス

5

生活介護

平成25年度　　185人分
平成26年度　　189人分
平成27年度　　174人分

169人

必要量の見込み数値に達していないのは、利
用を見込んだ特別支援学校卒業生が他の
サービスを利用したことが影響している。
しかし、利用日数では見込み数値に近い数値
となっており、支給決定者の利用が順調に行
われている状況が窺える。

B

生活介護事業の周知や、他制度からの移行
も視野に入れながら対象者の相談に応じる。

継続

障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
必
要
量
の
見
込
み

第
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日
中
活
動
系
サ
ー

ビ
ス

5

療養介護

平成25年度　　　8人分
平成26年度　　　8人分
平成27年度　　10人分

10人

平成24年4月の児童福祉法及び障害者総合
支援法改正により、18歳を超えて障害児施設
に入所していた方が、障害者総合支援法に
基づく障害福祉サービスに移行することに
なった。
平成24年度に7名が障害児入所施設から療
養介護施設に移行した後も、18歳に達した方
が移行したため、必要量の見込み数値を達成
した。

A

障害児入所施設に入所している児童や療養
介護事業所の情報収集を行い、対象者の利
用を支援する。

継続

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス

5

短期入所

平成25年度
　        22人／118人日分
平成26年度
　        23人／123人日分
平成27年度（福祉型）
        　22人／110人日分
平成27年度（医療型）
　　       4人／　24人日分

福祉型　25人／101日分
医療型　　7人／ 41日分

※第4期障害福祉計画から短期入所を福祉
型と医療型に分けて必要量を見込んでいる。

市内に福祉型事業所が増えたことで、緊急時
の備えや家族以外の介護者に慣れる目的で
の利用者が増えている。また医療型について
は近隣市の事業所を定期的に利用するケー
スが増え、必要量の見込み数値を超えてい
る。

A

緊急時に利用できる事業所の確保が難しいこ
とが課題である。平成29年度に開設する事業
所の協力が得られるよう検討する。

継続

5

自立訓練（機能訓練）

平成25年度　　　７人
平成26年度　　　７人
平成27年度　　　７人

6人

市内では清瀬市障害者福祉センターで実施
している。利用人数及び利用日数は必要量
の見込みとほぼ同数である。

A

引き続き、介護保険制度との調整を図りなが
ら利用者の掘り起こしや関係機関との連携に
務める。

継続

5

自立訓練（生活訓練）

平成25年度　　　3人
平成26年度　　　3人
平成27年度　　　5人

6人

近隣市の精神障害者を対象とした事業所及
び高次脳機能障害者を対象とする事業所を
利用する方が増えたため、必要量の見込みを
達成した。

A

サービスの周知を行い、対象者の利用を支援
する。

継続

第
4
期
障
害
福
祉
計
画

障
害
福
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4

就労移行支援

平成25年度　　11人
平成26年度　　12人
平成27年度　　24人

15人

市内事業所１か所の他、近隣市に事業所が
増えたため利用者が増えているが、必要量の
見込み数値には達していない。2年間の支給
期間中に就労が決まりサービスを終了する
ケースも多い

B

サービスの周知を行い、対象者の利用を支援
する。

充実

4

就労継続支援（Ａ型）

平成25年度　　　8人
平成26年度　　　9人
平成2７年度　　11人

7人

近隣市の事業所を利用していた方が転出した
ことや、利用するサービスを変更したことで前
年度よりも利用者が減っている。必要量の見
込み数値にも達していない。

B

A型事業所に関する関係機関からの情報収
集を行い、対象者の利用を支援する。

充実

5

就労継続支援（Ｂ型）

平成25年度　　182人
平成26年度　　192人
平成2７年度　　184人

173人

市内の事業所が増えサービスの情報が関係
者等に浸透したことで、知的障害者・精神障
害者共に支給決定者は増えているが、体調
不良や病状の変化などで安定した利用が出
来ない方も多く、必要量の見込み数値よりも
利用者は下回っている。しかしながら、、利用
者及び利用日数は年々微増傾向にある。

B

支給決定者が安定して利用できるよう、計画
相談支援者等と連携する。

充実

第
4
期
障
害
福
祉
計
画

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
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必
要
量
の
見
込
み

22



計画
基本
目標

施策
目標

評
価

取組・方針 平成２７年度　 事業成果
進捗
状況

平成２８年度　事業概要
次年度
方　 針

5

共同生活介護（ケアホーム）
共同生活援助（グループホーム）

平成25年度　　　66人
平成26年度　　　68人
平成27年度　　　88人

89人

共同生活援助（グループホーム）が平成24年
度からの3年間で市内に６箇所設立されたこと
から、平成24年度の実績から25人増加し必要
量の見込みを超えた状態が続いている。

A

地域移行の推進や安心した地域生活のため
引き続きニーズの把握と相談に努めていく。

継続

5

施設入所支援

平成25年度　　　70人
平成26年度　　　70人
平成27年度　　　61人

55人

高齢化による長期入院や共同生活援助（グ
ループホーム）への移行により、目標必要量よ
りも施設入所者が減っている。 A

地域移行を希望する入所者の把握と移行の
推進を図る。一方で真に施設入所を希望する
方の要望に対応できるよう、希望者の把握と
施設の情報収集に努める

継続

障
害
児
支
援
体
制
の
整
備

5

児童発達支援
　平成27年度　 　28人
医療型児童発達支援
　平成27年度　 　　1人
放課後等デイサービス
　平成27年度　 　73人
保育所等訪問支援
　平成27年度　 　 1人

児童発達支援　           30人
医療型児童発達支援   　0人
放課後等デイサービス　86人
保育所等訪問支援      　2人

・市内・市外に複数の放課後等デイサービス
事業所が設立されたことやサービスの周知が
進んだことで、利用者及び利用日数共に必要
量の見込みを超えている。
・地域自立支援協議会子ども部会にすべての
市内事業所が参加し、事業所間の情報交換
や、課題の共有、質の向上につながる話し合
いが行えた。

A

事業所のサービスの質に注視しながら、障害
のある児童と家族が安心して暮らせる環境と、
ライフステージに応じた途切れのない支援を
充実させる。

継続

第
4
期
障
害
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障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
必
要
量
の

見
込
み

相
談
支
援

5

計画相談支援
（サービス等利用計画の作成）

平成25年度
       　15人分（１か月あたり）
平成26年度
       　20人分（１か月あたり）
平成27年度
       　20人分（１か月あたり）

15件（1か月あたり）

平成27年４月から新規にサービスを申請する
方と更新をする方はサービス等利用計画が必
須となったが、市内及び近隣市に相談支援事
業所が増え、市と相談支援事業所との連携
や、利用者及び事業所への周知が進み、
サービス等利用計画の作成が進んでいる。1
か月あたりの必要量の見込みには達していな
いが、平成27年度末の障害福祉サービス利
用者に対する計画作成者は95.7％である。

A

今後も新規申請者とセルフプランを含む更新
者の計画作成を進めて行く。

継続

広報・啓発活動 市と連携し、地域自立支援協議会の権利擁
護部会において、平成28年度に行う普及活
動の準備を行った。

B

平成24年10月施行の障害者虐待防止法と平
成28年4月施行の障害者差別解消法の普及
を図りながら啓発活動を進める。

充実

障害者週間 ・障害者週間に駅北口クレアギャラリ－に市内
障害者施設を紹介するパネル展示を行った
他、市役所市民課ロビーにおいて、市内障害
者施設で作成した作品等を展示した。
・市報に障害者週間の周知と、ヘルプカード・
ヘルプマークの普及記事を掲載した。
・ふれあいまつりにおいてヘルプカード・ヘル
プマークを配布した。

B

・障害者施設の紹介や作品の展示と販売を通
して、地域社会の理解と交流を促進する。
・外見からわかりづらい障害や難病について
は、ヘルプカード・ヘルプマークの普及を図り
ながら、障害の特性や必要な配慮に関する理
解を促進する。

継続

自

発

的

活

動

支

援

事

業

4

活動支援 視覚障害者の当事者団体、聴覚障害者の自
発的活動、手話の学習グループに対して支
援を行った。 B

当事者団体やボランティアセンターに登録し
ている団体の自発的な活動を支援し、障害の
ある方の社会参加につながる機会を広げる。 充実

障
害
者
相
談
支
援

事
業

5

サービスの必要量を確保するた
めの方策

地域自立支援協議会相談支援部会で、定期
的な情報交換を行い、関係機関との連携及
び相談支援体制の充実を図った。

A

安心した地域生活を送るためには、日常的な
ことやサービスに関する相談から支援につな
げることが求められるため、引き続き関係機関
との連携及び相談支援体制の充実を図る。 継続

理
解
促
進
研
修
・
啓
発
事
業

3
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基

幹

相

談

支

援

セ

ン

タ
ー

等

機

能

強

化

事

業

5

基幹相談支援センター 地域自立支援協議会の相談支援部会では、
市と連携し他市で基幹相談支援センターの委
託を受けている事業者を講師に招き、学習会
を開催するなどにより、清瀬市の基幹相談支
援センターの設置について検討を行った。 A

引き続き相談支援部会において基幹相談支
援センターの設置についての検討を行い、年
度内に検討結果を地域自立支援協議会に報
告し、協議会で検討する。

継続

住

宅

入

居

等

支

援
事
業

5

住宅入居等支援事業
（居住サポート事業）

1か所

社会福祉法人椎の木会に委託して実施して
いる。 A

入居が困難な障害のある方に対し、入居に必
要な調整等の支援を行うとともに、家主等の
相談に応じて障害のある方の地域生活を支
援する。 継続

成

年

後

見

制

度

利

用

支
援
事
業

3

成年後見制度利用支援事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　2人

0人

統計では65歳で区切るため、65歳未満の障
害者はいない。

B

きよせ権利擁護センターと連携して、市民及
び障害者支援関係者に成年後見制度の周知
を図る。

充実

意
思
疎
通
支
援
事
業

4

手話通訳者派遣事業 　135件
要約筆記者派遣事業　　　1件

手話通訳者派遣事業　107件
要約筆記者派遣事業　　 0件

恒例の男女共同参画センター講演会、成人
式に加えて、マイナンバー制度説明会に手話
通訳者を派遣した。要約筆記者の派遣依頼
はない。

B

・聴覚障害、言語機能障害等により意思の伝
達に支援が必要な方に手話通訳者・要約筆
記者を派遣しています。派遣の登録がありな
がら利用されていない方を対象に、利用に至
らない理由を調査し、利用の促進を図る。
・障害者差別解消法の施行を受け、市で開催
する講演会等に通訳者の派遣を検討し情報
のバリアフリー化を進める。

充実

地
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日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業

4

介護訓練 支援 用具 11件
自立生活 支援 用具 19件
在宅療 養等 支援 用具 4件
情報 ・意思疎通支援用具26件
排せつ管理支援用具 1,670件
住宅改修費 3件

介護訓練支援用具                 2件
自立生活支援用具                10件
在宅療養等支援用具              3件
情報 ・意思疎通支援用具       10件
排せつ管理支援用具        1,553件
住宅改修費                          3件

件数が少ない原因として介護訓練支援用具・
自立生活支援用具の中に介護保険制度によ
り支給される品目があるため、介護保険制度
を利用している方がいることが推測される。

B

平成27年度に当事者からの要望を受け、情
報 ・意思疎通支援用具2件（点字ディスプレ
イ・盲人用時計）について、支給基準の見直し
を行っている。今後も支給基準や対象品目に
ついて検討する。

継続

5

移動支援事業  135人 127人／1,404時間

利用人数は年間の利用者実人数
利用時間は年間利用総時間の1か月平均

・前年度よりも実利用者が2人増え利用時間
は月平均で106時間増えている。
・適正な利用をすすめるため、自動車を使っ
ての支援や事業所での一時預かり等の整理、
委託単価の見直しを行った。

A

今後も安定した事業運営のために事業所との
情報交換や利用者への丁寧な説明を行う。

継続

5

地域活動支援センター　2か所 2か所

障害者福祉センター
地域生活支援センターどんぐり

・障害者福祉センターは主に身体・知的障害
者を対象とし、地域生活支援センターどんぐり
は主に精神障害者を対象としている。
・障害者福祉センターでは利用者の増加を図
るために活動日の見直しを行い、作業所等を
終えた後の利用を想定して、夕方と土曜日に
開所した。

A

利用者の公平性や増加を図るために、運営
方法等を検討する。

継続

地
域
生
活
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